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２３１ 自店備付けの記名国債証券印鑑票・氏名等届出

書の取扱い 

 ①受入 ○ 記名国債証券印鑑票または氏名等届出書の送付を受けたときは、次

のことを確かめ、自店備付けの印鑑票または氏名等届出書として受入

れる。 
印鑑票・氏名等届出

書などの例示参照 

 

＊ 印鑑票または氏名等届出書の受入れには、次のようなときがある。 

➊ 交付取扱店（新規発行の証券を記名者に交付した日本銀行本店・支店・

代理店）から送付されたとき 

➋ 支払場所の変更により旧支払場所から手続済のものを送付されたとき 

➌ 証券・利賦札滅紛失の届出または汚染き損証券引換の請求に伴い業務局

へ送付していた印鑑票または氏名等届出書について、同局から手続済のも

のを送付されたとき 

 

＊ 送付を受けた印鑑票または氏名等届出書が印鑑票等（見本証券添付分）であ

る場合において、上記➊から➌までに掲げるとき（ただし、➌のときは、支

払場所変更請求と同時の各種請求・届出によるもののときに限る。）は、当該

印鑑票または氏名等届出書と一緒に見本証券（印鑑票等毎配付分）の送付も

受ける。この場合、当該印鑑票または氏名等届出書と同枚数の見本証券（印

鑑票等毎配付分）の送付を受けていることをあわせて確認する。 

⇒ 支払場所変更・滅紛失届・汚染き損証券引換・４２１・４２３・４２４

参照 

 

＊ 記名者が未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の委

任者のときの印鑑票または氏名等届出書 

未成年者は元利金の受領などの行為ができないので、その行為は親権者

または未成年後見人が行うこととなる。この場合の印鑑票または氏名等届

出書には、「何某（記名者の氏名）親権者何某（または未成年後見人何某）」

のように記名者の法定代理人である旨を表示し、その法定代理人の住所・

氏名の記載および押印が行われている（押印は印鑑票のみ）。 

成年被後見人、被保佐人（保佐人に元利金受領などの代理権が付与され

ているときに限る。）、被補助人（補助人に元利金受領などの代理権が付与

されているときに限る。）または任意後見契約の委任者（任意後見監督人が

選任されており、かつ、任意後見人に元利金受領などの代理権が付与され

ているときに限る。）は、元利金の受領などの行為ができないので、その行

為は成年後見人、保佐人、補助人または任意後見人が行うこととなる。こ

の場合の印鑑票または氏名等届出書には、「何某（記名者の氏名）成年後見

人何某（または保佐人何某・補助人何某・任意後見人何某）」のように記名

者の代理人である旨を表示し、その代理人の住所・氏名の記載および押印

が行われている（押印は印鑑票のみ）。 

被保佐人、被補助人（補助人に元利金受領などの同意権が付与されてい

るときに限る。）は、単独で元利金の受領などの行為ができないので、その

行為には保佐人または補助人の同意が必要となる。この場合の印鑑票また

は氏名等届出書には、記名者および保佐人または補助人双方の住所・氏名

の記載および押印が行われている（押印は印鑑票のみ）。 

以下未成年者の法定代理人、成年後見人、保佐人および補助人ならびに

任意後見人を総称して「法定代理人等」という。 
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＊ 記名者が死亡し、相続財産管理人が選任されているときの印鑑票または氏名

等届出書 

・ 特別給付金等を受ける権利を有する者が特別給付金等の請求を行う前に

死亡し、その者の相続財産管理人が選任された場合には、相続財産管理人

がその者に代わって特別給付金等の請求を行い記名国債証券の交付を受け

ることができる。この場合の印鑑票または氏名等届出書には、その相続財

産管理人の住所・資格（何某（記名者の氏名）相続財産管理人）・氏名の記

載および押印が行われている（押印は印鑑票のみ）。 

・ 特別給付金等を受ける権利の裁定を受けた後に記名者が死亡し、記名者

の相続人が明らかでないときは、相続財産管理人が選任されることがある。

この場合の印鑑票または氏名等届出書には、記名者の住所・氏名の記載お

よび押印が行われ（押印は印鑑票のみ）、次行にその相続財産管理人の住

所・資格（何某（記名者の氏名）相続財産管理人）・氏名の記載および押印

が行われている（押印は印鑑票のみ）。 

 

＊ 記名者が死亡し、相続財産の破産管財人が選任されているときの印鑑票また

は氏名等届出書 

・ 特別給付金等を受ける権利を有する者が特別給付金等の請求を行う前に

死亡し、その者の相続財産について破産手続開始決定がなされ、破産管財

人が選任された場合には、相続財産の破産管財人がその者に代わって特別

給付金等の請求を行い記名国債証券の交付を受けることができる。この場

合の印鑑票または氏名等届出書には、その相続財産の破産管財人の住所・

資格（何某（記名者の氏名）相続財産破産管財人）・氏名の記載および押印

が行われている（押印は印鑑票のみ）。 

 

● 印鑑票または氏名等届出書の元利金（または償還金）支払場所欄

に自店の店名が記載されているか 

● 交付取扱店から送付を受けた印鑑票または氏名等届出書には、

「証券の交付年月日等」が記載されているか 

   旧支払場所から送付を受けた印鑑票または氏名等届出書には、

「支払場所変更年月日」が記載されているか 

  これらの記載がもれているときは、送付元へ照会し、これらを自

店で記載する。 
 

⇒ ４１８・４１７参照・「証券の交付年月日等」・「支払場所変更年月日」の記

載方法 
 

●  記名国債証券印鑑票等送付書などに記載の国債名称・枚数と一

致しているか 
＊ 印鑑票等（見本証券添付分）と一緒に見本証券（印鑑票等毎配付分）の送付

を受けたときは、記名国債証券印鑑票等送付書に代えて国債証券類送付書の送

付を受ける。 
 

⇒ ４１５参照・取扱機関相互間の印鑑票・氏名等届出書の送付方法 

 

○ 記名国債証券印鑑票等受領書に受領日付を表示したうえ、速やか

に印鑑票または氏名等届出書の送付元へ送付する。 
＊ 印鑑票等（見本証券添付分）と一緒に見本証券（印鑑票等毎配付分）の送付

を受けたときは、記名国債証券印鑑票等受領書に代えて国債証券類受領書に受

領日付を表示したうえ、速やかに送付元へ送付する。 
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⇒ 取扱機関相互間の見本証券（印鑑票等毎配付分）の送付は、４１１参照 
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支払場所の変更により旧支払場所から手続済の
印鑑票を送付されたとき 

印鑑票・氏名等届出書などの例示 

証券の交付年月日

等の表示（赤色で

表示） 

複写で作成されている。

自店保管（保管期間１年）

国債名称は略称で

記載してよい。 

記 号 

り 
額 面 金 額 

30 万円 
番     号 

0123456 

 

 
 

 

 

 

62.6.25 
 

62.6.25 

印

証券の交付年月日等 
 証券 

交付 
昭
和 62.6.25 

第六回特別給付金国庫債券印鑑等届出書

償 還 金 支 払 場 所 住 所 氏 名 印 鑑

※ ※ ※ ※ 

○○銀行○○支店 
 

○○市○○区○○○○ 日本銀行△△代理店 
 

6.4.25 変更日本銀行△△代理店 

○○市○○区○○○○ 
 

甲野太郎 甲
野 

63.5.16 

印

昭和 63 年 5 月 15 日渡

書式 No..207 

記名国債証券印鑑票等受領書 

（日付)6.4.26 

国 債 名 称 枚 数 添 付 書 類 

第六回特別給付金国庫債券 １ 支払場所変更請求書 

(甲野太郎分） 
  

   

   

   

あて先 

御中 

日本銀行△△代理店 

(  ) 

 

6.4.25 送付書 

日 付 
 

⇒ １２０参照・ 

用語の解説・略称 

 受領日付を表示したう

え、送付元へ送付する。

書式 No.207 

記名国債証券印鑑票等送付書

（日付)6.4.25 

仕 出 日本銀行△△代理店 

国 債 名 称 枚 数 添 付 書 類 

第六回特別給付金国庫債券 １ 支払場所変更請求書 

(甲野太郎分） 
  

   

   

   

〒×××─×××× 

○○市○○区○○○○ 

○○銀行○○支店 御中 

あて先 

御中 
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支払場所の変更により旧支払場所から手続済の
氏名等届出書を送付されたとき 

記 号 

り 
額 面 金 額 

50 万円 

番    号 

0000456 

 

支

払

費

昭和 61 年 5 月 15 日渡

証券 
交付 

昭
和 

61.6.25 

61.6 

昭和 63 年 5 月 15 日渡 昭和 65 年 5 月 15 日渡 昭和 67 年 5 月 15 日渡 昭和 69 年 5 月 15 日渡

証券の交付年月日等 
証券 
交付 

令
和 4 . 4 . 2 8 

第○○回特別給付金国庫債券氏名等届出書

償 還 金 支 払 場 所 記 名 者 住 所 記 名 者 氏 名

※ ※ ※ 

○○銀行○○支店 

○○市○○区○○○○ 日本銀行○○代理店 

4.10.25 変更日本銀行○○代理店 

○○市○○区○○○○ 

甲 野 太 郎 

記名国債証券印鑑票等受領書 
書式 No.207 

4.10.25 
送付書
日 付( 

添 付 書 類

払 場 所 変 更 請 

求書(甲野太郎分) 

（日付)4.10.26 

御中 

自店保管（保管期間１年）

複写で作成されている。

受領日付を表示したうえ、

送付元へ送付する。 

証券の交付年月日

等の表示（赤色で

表示） 

）

○傷Ｍ裁定１２３ 
 

裁定通知書の記号及び番号 

国債名称は略称

で記載してよい。

書式 No.207 

記名国債証券印鑑票等送付書 

（日付)4.10.25 

仕 出 日本銀行△△代理店 

国 債 名 称 枚 数 添 付 書 類 

第○○回特別給付金国庫債券 １ 支払場所変更請 

求書(甲野太郎分） 
  

   

   

   

 

あて先 

御中 

○○市○○区○○○○  

○○銀行○○支店 

 
⇒ １２０参照・ 

用語の解説・略称
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②整理保管 

 

○ 受入れた印鑑票または氏名等届出書は、ファイルするか袋類に納

めるなど散逸しないよう整理し、適宜の方法により現在枚数を明ら

かにして保管する。 
＊ 受入れた印鑑票または氏名等届出書が印鑑票等（見本証券添付分）である

ときは、他の国債名称の印鑑票、氏名等届出書または見本証券を納めるファ

イルまたは袋類とは別のファイルまたは袋類において、各印鑑票等（見本証

券添付分）と一緒に各見本証券（印鑑票等毎配付分）を納めるなどして両者

の散逸や、他の国債名称のものとの混同のないよう整理する。この場合、当

該印鑑票等（見本証券添付分）の現在枚数のほか、見本証券（印鑑票等毎配

付分）の現在枚数も適宜の方法により明らかにして保管し、次の点に留意す

ること。 

・ 印鑑票等（見本証券添付分）と一緒に送付を受けた見本証券（印鑑

票等毎配付分）の受払については、見本国債証券類保管目録への記載

を要しないこと。 

・ 証券・利賦札滅紛失の届出または汚染き損証券引換の請求のときな

ど印鑑票等（見本証券添付分）のみを業務局へ送付していた場合にお

いて同局から当該印鑑票等（見本証券添付分）の返戻を受けたときは、

同印鑑票等（見本証券添付分）を、同局へ送付する前に一緒に保管し

ていた見本証券（印鑑票等毎配付分）を納めているファイルまたは袋

類に収容し、改めて当該見本証券（印鑑票等毎配布分）と一緒に保管

すること。 

● 保管にあたっては、錠のかかるロッカーなどに保管する。 

 

③汚染き損・

滅紛失 

○ 印鑑票または氏名等届出書を汚染き損し使用不能となったとき、

または滅紛失したときは、その更新または再製手続を行う。 
⇒ 印鑑票・氏名等届出書の更新と再製・４２８参照 

＊ 受入れた印鑑票等（見本証券添付分）と一緒に保管している見本証券（印

鑑票等毎配付分）を汚染き損し使用不能となったとき、または滅紛失したと

きは、速やかに統轄店へ連絡し、その指示により取扱う。 
 

④払出 ○ 元利金の支払が完了した印鑑票または氏名等届出書は、自店備付

けの印鑑票または氏名等届出書から抜き出し、支払完了分として他

のものと区別して整理保管する。 
＊ 元利金の支払が完了し上記により別整理する印鑑票または氏名等届出書

が印鑑票等（見本証券添付分）であるときは、当該印鑑票または氏名等届出

書と一緒に保管していた見本証券（印鑑票等毎配付分）についても同印鑑票

または氏名等届出書と一緒に整理して保管する。 

 

○ 上記印鑑票または氏名等届出書は、支払済証券類等と一緒に、自

行庫で定めた方法により、即日支払取まとめ店へ送付する。 

＊ 上記により支払取まとめ店へ送付する印鑑票または氏名等届出書が印鑑

票等（見本証券添付分）であるときは、当該印鑑票または氏名等届出書と一

緒に保管していた見本証券（印鑑票等毎配付分）についても、当該印鑑票ま

たは氏名等届出書を支払取まとめ店へ送付する際に一緒に送付する。 

 

○ 支払場所変更・汚染き損証券引換の請求、証券・利賦札滅紛失の

届出、他店からの印鑑票等取戻通知などにより送付する印鑑票また

は氏名等届出書は、それぞれ現在枚数から払出す。 
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＊ 上記により払出す印鑑票または氏名等届出書（➊および➋において「払出

印鑑票等」という。）が印鑑票等（見本証券添付分）であるときは、次のと

おり取扱う。 

➊ 支払場所変更（他の各種請求・届出と同時のものを含む。）のとき、

または印鑑票等（見本証券添付分）および見本証券（印鑑票等毎配付分）

の取戻通知書の送付を受けたときは、払出印鑑票等と一緒に保管してい

る見本証券（印鑑票等毎配付分）についても、それぞれ現在枚数から払

出したうえ、払出印鑑票等と一緒に送付する。 

➋ 汚染き損証券引換の請求もしくは証券・利賦札滅紛失の届出のとき、

または印鑑票もしくは氏名等届出書のみの取戻通知を受けたときは、払

出印鑑票等と一緒に保管している見本証券（印鑑票等毎配付分）につい

ては、払出印鑑票等の送付先、送付事由および送付日付を記載した付せ

んを貼付し、そのまま保管する。 

⇒ 支払場所変更・４２１、滅紛失届・４２３、汚染き損証券引換・４

２４、印鑑票等取戻通知・４１６、印鑑票等（見本証券添付分）およ

び見本証券（印鑑票等毎配付分）の取戻通知書・４１６の２参照 

 

 

 

 


